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条 例 

 

江東区一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年１１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第４４号 

   江東区一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 江東区一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例（平成２８年１０月江東

区条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「１００分の１０７．５」を「１０

０分の１１０」に、「１００分の１００」を

「１００分の１０２．５」に、「１００分の１

３５」を「１００分の１３７．５」に、「１０

０分の９２．５」を「１００分の９５」に改め

る。 

  別表第１中「３９２，０００」を「４０８，

０００」に、「４３３，０００」を「４５１，

０００」に、「４８３，０００」を「５０３，

０００」に、「５４４，０００」を「５６６，

０００」に、「６１４，０００」を「６３９，

０００」に、「６９７，０００」を「７２５，

０００」に、「７８９，０００」を「８２１，

０００」に改める。 

第２条 江東区一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例の一部を次のように改正

する。 

  第７条中「１００分の１１０」を「１００分

の１０８．７５」に、「１００分の１０２．

５」を「１００分の１０１．２５」に、「１０

０分の１３７．５」を「１００分の１３６．２

５」に、「１００分の９５」を「１００分の９

３．７５」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和８年４月１日から施行す

る。 

２ 第１条の規定（第７条の改正規定を除く。）

による改正後の江東区一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（以下「第１条

による改正後の条例」という。）の規定は、令

和７年１１月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 第１条による改正後の条例の規定を適用する
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場合においては、第１条の規定（第７条の改正

規定を除く。）による改正前の江東区一般職の

任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の規定に基づいて支給された給与は、第１条に

よる改正後の条例の規定による給与の内払とみ

なす。 

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に

関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。 

                    

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例を公布する。 

令和７年１１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第４５号 

   江東区職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例 

第１条 江東区職員の給与に関する条例（昭和３

０年４月江東区条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１１条の２第１項第１号中「３１万５，２

００円」を「３２万６，９００円」に改める。 

  第２７条第２項中「１００分の１２５」を

「１００分の１２７．５」に改め、同項ただし

書中「１００分の１０７．５」を「１００分の

１１０」に改め、同条第３項中「１００分の１

２５」を「１００分の１２７．５」に、「１０

０分の７０」を「１００分の７２．５」に、

「１００分の１０７．５」を「１００分の１１

０」に、「１００分の６１．２５」を「１００

分の６３．７５」に改める。 

  第２７条の４第２項中「１００分の１１７．

５」を「１００分の１２０」に、「１００分の

１３５」を「１００分の１３７．５」に改め、

同条第３項中「１００分の１１７．５」を「１

００分の１２０」に、「１００分の５７．５」

を「１００分の６０」に、「１００分の１３

５」を「１００分の１３７．５」に、「１００

分の６６．２５」を「１００分の６８．７５」

に改める。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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別表第１（第６条関係） 

 ア 行政職給料表（一） 
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 イ 行政職給料表（二） 
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別表第２（第６条関係） 

 ア 医療職給料表（一） 
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 イ 医療職給料表（二） 
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 ウ 医療職給料表（三） 
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第２条 江東区職員の給与に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第２７条第２項中「１００分の１２７．５」

を「１００分の１２６．２５」に改め、同項た

だし書中「１００分の１１０」を「１００分の

１０８．７５」に改め、同条第３項中「１００

分の１２７．５」を「１００分の１２６．２

５」に、「１００分の７２．５」を「１００分

の７１．２５」に、「１００分の１１０」を

「１００分の１０８．７５」に、「１００分の

６３．７５」を「１００分の６２．５」に改め

る。 

  第２７条の４第２項中「１００分の１２０」

を「１００分の１１８．７５」に、「１００分

の１３７．５」を「１００分の１３６．２５」

に改め、同条第３項中「１００分の１２０」を

「１００分の１１８．７５」に、「１００分の

６０」を「１００分の５８．７５」に、「１０

０分の１３７．５」を「１００分の１３６．２

５」に、「１００分の６８．７５」を「１００

分の６７．５」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和８年４月１日から施行す

る。 

２ 第１条の規定（第２７条第２項及び第３項並

びに第２７条の４第２項及び第３項の改正規定

を除く。）による改正後の江東区職員の給与に

関する条例（以下「第１条による改正後の条

例」という。）の規定は、令和７年４月１日か

ら適用する。 

（令和７年４月１日から施行日の前日までの間に

おける異動者の号給） 

３ 令和７年４月１日から第１条の規定の施行の

日（以下「施行日」という。）の前日までの間

において、同条の規定（第２７条第２項及び第

３項並びに第２７条の４第２項及び第３項の改

正規定を除く。）による改正前の江東区職員の

給与に関する条例（以下「改正前の条例」とい

う。）の規定により、新たに給料表の適用を受

けることとなった職員及びその属する職務の級

又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、

特別区人事委員会（以下「人事委員会」とい

う。）の定める職員の第１条による改正後の条

例の規定による当該適用又は異動の日における

号給は、人事委員会が定める。 

（施行日から令和８年３月３１日までの間におけ

る異動者の号給の調整） 

４ 施行日から令和８年３月３１日までの間にお

いて、第１条による改正後の条例の規定により、

新たに給料表の適用を受けることとなった職員

及びその属する職務の級又はその受ける号給に

異動のあった職員の当該適用又は異動の日にお

ける号給については、当該適用又は異動につい

て、まず改正前の条例の規定が適用され、次い

で当該適用又は異動の日から第１条による改正

後の条例の規定が適用されるものとした場合と

の均衡上必要と認められる限度において、人事

委員会の定めるところにより、必要な調整を行

うことができる。 

（給与の内払） 

５ 第１条による改正後の条例の規定を適用する

場合においては、改正前の条例の規定に基づい
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て支給された給与は、第１条による改正後の条

例の規定による給与の内払とみなす。 

（委任） 

６ 附則第３項から前項までに定めるもののほか、

この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員

会が定める。 

                    

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和７年１１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第４６号 

   江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 江東区会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例（令和元年１０月江東区条例

第２９号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第２項中「１００分の１２５」を

「１００分の１２７．５」に改める。 

  第１６条の２第２項中「１００分の１１７．

５」を「１００分の１２０」に改める。 

第２条 江東区会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１６条第２項中「１００分の１２７．５」

を「１００分の１２６．２５」に改める。 

  第１６条の２第２項中「１００分の１２０」

を「１００分の１１８．７５」に改める。 

  別表備考２中「第２７条第１０項」を「第２

７条第１１項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例を公布する。 

令和７年１１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第４７号 

   江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

第１条 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する

条例（平成１２年３月江東区条例第４８号）の

一部を次のように改正する。 

第２７条第２項中「１００分の１２５」を

「１００分の１２７．５」に改め、同項ただし

書中「１００分の１０７．５」を「１００分の

１１０」に改め、同条第３項中「１００分の１

２５」を「１００分の１２７．５」に、「１０

０分の７０」を「１００分の７２．５」に、

「１００分の１０７．５」を「１００分の１１

０」に、「１００分の６１．２５」を「１００

分の６３．７５」に改める。 

第３０条第２項中「１００分の１１７．５」

を「１００分の１２０」に、「１００分の１３

５」を「１００分の１３７．５」に改め、同条

第３項中「１００分の１１７．５」を「１００

分の１２０」に、「１００分の５７．５」を

「１００分の６０」に、「１００分の１３５」

を「１００分の１３７．５」に、「１００分の

６６．２５」を「１００分の６８．７５」に改

める。 

  別表第１を次のように改める。
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第２条 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する

条例の一部を次のように改正する。 

  第３１条第２項中「応じて」を「応じ、校務

類型（人事委員会の承認を得て教育委員会規則

で定める校務の種類をいう。）に係る業務の困

難性その他の事情を考慮して」に改める。 

第３条 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する

条例の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項中「１００分の１２７．５」

を「１００分の１２６．２５」に改め、同項た

だし書中「１００分の１１０」を「１００分の

１０８．７５」に改め、同条第３項中「１００

分の１２７．５」を「１００分の１２６．２

５」に、「１００分の７２．５」を「１００分

の７１．２５」に、「１００分の１１０」を

「１００分の１０８．７５」に、「１００分の

６３．７５」を「１００分の６２．５」に改め

る。 

第３０条第２項中「１００分の１２０」を

「１００分の１１８．７５」に、「１００分の

１３７．５」を「１００分の１３６．２５」に

改め、同条第３項中「１００分の１２０」を

「１００分の１１８．７５」に、「１００分の

６０」を「１００分の５８．７５」に、「１０

０分の１３７．５」を「１００分の１３６．２

５」に、「１００分の６８．７５」を「１００

分の６７．５」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第

２条の規定は令和８年１月１日から、第３条の

規定は同年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（第２７条第２項及び第３項並

びに第３０条第２項及び第３項の改正規定を除

く。）による改正後の江東区立幼稚園教育職員

の給与に関する条例（以下「第１条による改正

後の条例」という。）の規定は、令和７年４月

１日から適用する。 

（令和７年４月１日から施行日の前日までの間に

おける異動者の号給） 

３ 令和７年４月１日から第１条の規定の施行の

日（以下「施行日」という。）の前日までの間

において、同条の規定（第２７条第２項及び第

３項並びに第３０条第２項及び第３項の改正規

定を除く。）による改正前の江東区立幼稚園教

育職員の給与に関する条例（以下「改正前の条

例」という。）の規定により、新たに給料表の

適用を受けることとなった職員及びその属する

職務の級又はその受ける号給に異動のあった職

員のうち、特別区人事委員会（以下「人事委員

会」という。）の定める職員の第１条による改

正後の条例の規定による当該適用又は異動の日

における号給は、人事委員会が定める。 

（施行日から令和８年３月３１日までの間におけ

る異動者の号給の調整） 

４ 施行日から令和８年３月３１日までの間にお

いて、第１条による改正後の条例の規定により、

新たに給料表の適用を受けることとなった職員

及びその属する職務の級又はその受ける号給に

異動のあった職員の当該適用又は異動の日にお

ける号給については、当該適用又は異動につい

て、まず改正前の条例の規定が適用され、次い

で当該適用又は異動の日から第１条による改正

後の条例の規定が適用されるものとした場合と

の均衡上必要と認められる限度において、人事

委員会の定めるところにより、必要な調整を行

うことができる。 

（給与の内払） 

５ 第１条による改正後の条例の規定を適用する

場合においては、改正前の条例の規定に基づい

て支給された給与は、第１条による改正後の条

例の規定による給与の内払とみなす。 

（委任） 

６ 附則第３項から前項までに定めるもののほか、

この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員

会が定める。 
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規       則 

 

江東区公印規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

令和７年１１月１３日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８７号 

江東区公印規則の一部を改正する規則 

 江東区公印規則（昭和４０年３月江東区規則第

２３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１専用区長印の部９の２の項及び１７の

項中「住民基本台帳カード、」を削り、同表専用

区長代理印の部３９の２の項中「住民基本台帳カ

ード、」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年１２月２９日から施行す

る。 

                    

江東区職員の給与に関する条例施行規則の一部

を改正する規則を公布する。 

令和７年１１月２０日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８８号 

江東区職員の給与に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

江東区職員の給与に関する条例施行規則（昭和

３７年１２月江東区規則第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

 別記第１号様式を次のように改める。
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別記第１号様式（第４条関係） 
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   附 則 

 この規則は、令和７年１２月１日から施行する。 

                    

江東区職員の勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則を公布する。 

令和７年１１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８９号 

江東区職員の勤勉手当に関する規則の一部

を改正する規則 

江東区職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４

年３月江東区規則第１３号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第１項第１号中「１００分の１１７．

５」を「１００分の１２０」に、「１００分の１

３５」を「１００分の１３７．５」に、「１００

分の９２．５」を「１００分の９５」に改め、同

項第２号中「１００分の５７．５」を「１００分

の６０」に、「１００分の６６．２５」を「１０

０分の６８．７５」に改める。 

 別表第２(1)中「９日以上あること」を「８日

以上あること。」に改め、「又は８日」を削り、

「１００分の７０」を「１００分の８０」に、

「１００分の５０」を「１００分の６０」に、

「１００分の３０」を「１００分の４０」に、 
「 １００分の１０  

 

 

 

」 

１００分の５ 

１回につき１００分の２０ 

１回につき１００分の１５ 

１回につき１００分の１０ 

を 
「 １００分の２０  

 

 

 

」 

１００分の１０ 

１回につき１００分の５０ 

１回につき１００分の３５ 

１回につき１００分の２０ 

に改め、同表(2)中 
「 １００分の２０  

」 １００分の１０ 

を 
「 １００分の３０  

」 １００分の２０ 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、

別表第２の改正規定は、令和７年１２月２日から

施行する。 

                    

江東区契約事務規則の一部を改正する規則を公

布する。 

令和７年１２月３日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第９０号 

江東区契約事務規則の一部を改正する規則 

 江東区契約事務規則（昭和３９年３月江東区規

則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第７号中「電子情報処理組織をいう。」

の次に「以下同じ。」を加える。 

 第１２条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、入札に参加しよう

とする者は、同項の規定による保険証券の提出

に代えて、電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって、

当該保険契約の相手方たる保証事業会社が定め、

区長が認めた措置を講ずることができる。この

場合において、契約担当者は、入札に参加しよ

うとする者から当該保険証券が提出されたもの

とみなす。 

第４７条中「第１１条中」を「、第１１条中」

に、「第１２条中「入札保証保険契約」とあるの

は「履行保証保険契約」を「第１２条第１項中

「第１０条第２項第１号」とあるのは「第４６条

第２項第１号又は第２号」と、「入札保証保険契

約」とあるのは「履行保証保険契約」と、同条第

２項中「入札に参加しようとする者」とあるのは

「契約の相手方」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区契約事務規則

の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公

告又は入札事項の通知を行う契約について適用

し、同日前に入札の公告又は入札事項の通知を

行った契約については、なお従前の例による。 
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規 則 （ 教 ） 

 

江東区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関す

る規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年１１月２８日 

    江東区教育委員会 

         教育長  本 多 健一郎 

        教育委員  安 部 敏 啓 

◎江東区教育委員会規則第１１号 

   江東区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に

関する規則の一部を改正する規則 

 江東区立幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関す

る規則（平成１２年３月江東区教育委員会規則第

１８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「終日に及ぶ程度（日中７時間４５

分以上）」を「半日程度（日中４時間以上）」に、

「午後１１時」を「午後９時」に、「午前２時」

を「午前４時」に改める。 

 別表第２中「７，５００円」を「８，０００

円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」とい

う。）前の勤務に係る教員特殊業務手当のうち

施行日以後に支給するものについては、なお従

前の例による。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年１１月２８日 

    江東区教育委員会 

         教育長  本 多 健一郎 

        教育委員  安 部 敏 啓 

◎江東区教育委員会規則第１２号 

   江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関す

る規則の一部を改正する規則 

 江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規

則（平成１２年３月江東区教育委員会規則第１５

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第１号中「１００分の１１７．

５」を「１００分の１２０」に、「１００分の１

３５」を「１００分の１３７．５」に改め、同項

第２号中「１００分の５７．５」を「１００分の

６０」に、「１００分の６６．２５」を「１００

分の６８．７５」に改める。 

 別表第２(1)中「９日」を「８日」に改め、

「又は８日」を削り、「１００分の７０」を「１

００分の８０」に、「１００分の５０」を「１０

０分の６０」に、「１００分の３０」を「１００

分の４０」に、 
「 １００分の１０  

 

 

 

」 

１００分の５ 

１回につき１００分の２０ 

１回につき１００分の１５ 

１回につき１００分の１０ 

を 
「 １００分の２０  

 

 

 

」 

１００分の１０ 

１回につき１００分の５０ 

１回につき１００分の３５ 

１回につき１００分の２０ 

に改め、同表(2)中 
「 １００分の２０  

」 １００分の１０ 

を 
「 １００分の３０  

」 １００分の２０ 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、

別表第２の改正規定は、令和７年１２月２日から

施行する。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の義務教育等教員特別

手当に関する規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

  令和７年１１月２８日 

    江東区教育委員会 

         教育長  本 多 健一郎 

        教育委員  安 部 敏 啓 

◎江東区教育委員会規則第１３号 

   江東区立幼稚園教育職員の義務教育等教員

特別手当に関する規則の一部を改正する規

則 

 江東区立幼稚園教育職員の義務教育等教員特別

手当に関する規則（平成１２年３月江東区教育委

員会規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「義務教育等教員特別手当」を

「次条に規定する校務を分掌する職員の義務教育

等教員特別手当」に改め、同条第２項中「含

む。）」の次に「であって、次条に規定する校務

を分掌するもの」を加え、同条の次に次の１条を

加える。 

（校務の種類） 

第２条の２ 条例第３１条第２項の教育委員会規

則で定める校務の種類は、条例第２条に規定す
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る幼稚園教育職員が行う全ての園務とする。 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇

給等に関する規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

  令和７年１１月２８日 

    江東区教育委員会 

         教育長  本 多 健一郎 

        教育委員  安 部 敏 啓 

◎江東区教育委員会規則第１４号 

   江東区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及

び昇給等に関する規則の一部を改正する規

則 

 江東区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇

給等に関する規則（平成１２年３月江東区教育委

員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第６条関係） 

  昇格時対応号給表 

昇格した日

の前日に受

けていた号

給 

昇格後の号給 

号給 ２級 ３級 ４級 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

8 1 1 1 

9 1 1 1 

10 1 1 1 

11 1 1 1 

12 1 1 1 

13 1 1 1 

14 1 1 2 

15 1 1 3 

16 1 1 4 

17 1 1 5 

18 1 2 6 

19 1 3 7 

20 1 4 8 

21 1 5 9 

22 1 6 10 

23 1 7 11 

24 1 8 12 

25 1 9 13 

26 1 10 14 

27 1 11 15 

28 1 12 16 

29 1 13 17 

30 1 14 18 

31 1 15 19 

32 1 16 20 

33 1 17 21 

34 1 18 22 

35 1 19 23 

36 1 20 24 

37 1 21 25 

38 1 22 26 

39 1 23 27 

40 1 24 28 

41 1 25 29 

42 2 25 30 

43 3 26 31 

44 4 26 32 

45 5 27 33 

46 6 27 33 

47 7 28 34 

48 8 28 34 

49 9 29 35 

50 10 30 35 

51 11 31 36 

52 12 32 36 

53 13 33 37 

54 14 33 38 

55 15 34 39 

56 16 34 40 

57 17 35 41 

58 18 35 41 

59 19 36 42 

60 20 36 42 

61 21 37 43 

62 22 37 43 

63 23 38 44 
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64 24 38 44 

65 25 39 45 

66 26 39 46 

67 27 40 47 

68 28 40 48 

69 29 41 49 

70 30 41 50 

71 31 42 51 

72 32 42 52 

73 33 43 53 

74 34 43 54 

75 35 44 55 

76 36 44 56 

77 37 45 57 

78 38 45 57 

79 39 46 58 

80 40 46 58 

81 41 47 59 

82 41 47 59 

83 42 48 60 

84 42 48 60 

85 43 49 61 

86 43 50 62 

87 44 51 63 

88 44 52 64 

89 45 53 65 

90 46 53 66 

91 47 54 67 

92 48 54 68 

93 49 55 69 

94 50 55 70 

95 51 56 71 

96 52 56 72 

97 53 57 73 

98 53 58 74 

99 54 59 75 

100 54 60 76 

101 55 61 77 

102 55 62 77 

103 56 63 78 

104 56 64 78 

105 57 65 79 

106 58 65 79 

107 59 66 80 

108 60 66 80 

109 61 67 81 

110 61 67 82 

111 62 68 83 

112 62 68 84 

113 63 69 85 

114 63 70  

115 64 71  

116 64 72  

117 65 73  

118 65 74  

119 66 75  

120 66 76  

121 67 77  

122 67 77  

123 68 78  

124 68 78  

125 69 79  

126 69 79  

127 70 80  

128 70 80  

129 71 81  

130 71   

131 72   

132 72   

133 73   

134 73   

135 74   

136 74   

137 75   

138 75   

139 76   

140 76   

141 77   

142 77   

143 78   

144 78   

145 79   

146 79   

147 80   

148 80   

149 81   
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150 82   

151 83   

152 84   

153 85   

154 85   

155 86   

156 86   

157 87   

158 87   

159 88   

160 88   

161 89   

162 90   

163 91   

164 92   

165 93   

166 94   

167 95   

168 96   

169 97 1 1 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則に

よる改正後の江東区立幼稚園教育職員の初任給、

昇格及び昇給等に関する規則の規定は、令和７年

４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第４６３号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年１１月６日 

江東区長  大久保 朋 果   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第４６４号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和７年１１月６日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

１３７０８０３０９８ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  居宅介護支援事業あじさい 

東京都江東区東砂４‐２０‐１５ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

社会福祉法人愛郷会 

東京都江東区東砂４‐２０‐１５ 

理事長 竹川 勝治 

４ 廃止年月日 

令和７年１０月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第４６８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、保育所の指定管

理者を下記のように指定したので告示する。 

令和７年１１月７日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 施設の名称 

江東区亀高第二保育園 
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２ 指定管理者 

東京都港区港南二丁目１５番３号 

ＨＩＴＯＷＡキッズライフ株式会社 

代表取締役 髙石 尚和 

３ 指定の期間 

令和１０年４月１日から令和１５年３月３１

日まで 

                    

◎江東区告示第４６９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、保育所の指定管

理者を下記のように指定したので告示する。 

令和７年１１月７日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 江東区白河かもめ保育園 

  指定管理者 東京都江戸川区船堀二丁目２３ 

番１０号 

社会福祉法人東京児童協会 

理事長 菊地 政幸   

  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

２ 江東区豊洲保育園 

  指定管理者 東京都町田市藤の台一丁目１番 

５６号 

社会福祉法人景行会 

理事長 齋藤 彰平 

  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

３ 江東区潮見保育園 

  指定管理者 東京都江東区南砂三丁目１０番 

８号 

        社会福祉法人そのえだ 

理事長 丸山 哲 

  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

４ 江東区猿江保育園 

  指定管理者 東京都江東区住吉二丁目２５番 

９号 

社会福祉法人もろほし会 

理事長 赤塚 智香 

  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

５ 江東区小名木川保育園  

  指定管理者 千葉県流山市南流山二丁目２９ 

番４号 

社会福祉法人流山中央福祉会 

理事長 白須賀 まり子 

  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第４７２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、健康センターの

指定管理者を下記のように指定したので告示する。 

令和７年１１月１０日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 施設の名称 

江東区健康センター 

２ 指定管理者 

東京都江東区東陽二丁目１番１号 

 公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

    理事長  長尾 潔 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第４７４号 

 江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第３条第２項の規定に基づき、以

下の公園の区域及び面積を令和７年１１月１０日

から変更する。 

令和７年１１月１０日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 区域及び面積を変更する公園 

名称 位置 

江東区立荒川・砂町水

辺公園 

江東区東砂三丁目３０

番先 

同   新砂三丁目８番

先 

２ 変更区域 

 別図のとおり 

３ 変更面積 

変更前：５７，９６６．０８㎡ 

変更後：５８，２９１．００㎡（＋３２４．

９２㎡） 
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◎江東区告示第４７８号 

特定商業施設新設届出書の縦覧について 

江東区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全

に関する指導要綱(平成１２年６月２９日江地商

発第６６号)第６条の規定に基づき、下記のとお

り特定商業施設新設届出書を縦覧に供する。 

令和７年１１月１３日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

特定商業施設新設届

出書の届出年月日 

令和７年１１月６日 

特定商業施設新設届

出書の縦覧場所 

東京都江東区東陽四丁目１１番２

８号 

江東区地域振興部経済課(庁舎４

階) 

特定商業施設新設届

出書の縦覧期間 

令和７年１１月１４日から令和８

年１月１４日まで 

特定商

業施設

新 設 

届出の

概要 

特定商業施

設の名称及

び所在地 

京葉線潮見駅高架下集合店舗（第

I 期） 

江東区潮見１‐１８、１‐１９、

２‐９１、２‐９２ 

設置者の氏

名又は名称

及び住所 

株式会社ジェイアール東日本都市

開発 

東京都渋谷区代々木二丁目２番２

号 

代表取締役社長 根本 英紀 

特定商業施

設において

営業を営む 

者の氏名又

は名称及び

住所 

株式会社あけぼの（代表取締役 

新村理恵子 北区一丁目１３番１

４号）ほか 

特定商業施

設を新設す

る日 

令和８年４月１日 

                    

◎江東区告示第４８０号
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   特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞

退について 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の６第１項の

規定による確認の辞退があったため、法第５８条

の１１第２号の規定により下記のとおり告示する。 

令和７年１１月１３日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 
特定子ど

も・子育

て支援提

供者の名

称 

施設名 所在地 辞 退 年

月日 

施 設

等 の

種類 

Ｈｙｂｒ

ｉｄＭｏ

ｍ株式会

社 

Ｈ ｙ ｂ

ｒ ｉ ｄ

Ｍ ｏ ｍ 

Ｎ ｕ ｒ

ｓ ｅ ｒ

ｙ  Ｓ

ｃ ｈ ｏ

ｏ ｌ 

Ｆ ｕ ｋ

ｕ ｚ ｕ

ｍｉ 

東 京 都

江 東 区

福 住 １

‐ １ ４

‐ ２ コ

ス モ ピ

ア ビ ル

１階 

令 和 ７

年 ７ 月

1 日 

認 可

外 保

育 施

設 

Ｈｙｂｒ

ｉｄＭｏ

ｍ株式会

社 

Ｈ ｙ ｂ

ｒ ｉ ｄ

Ｍ ｏ ｍ 

Ｎ ｕ ｒ

ｓ ｅ ｒ

ｙ  Ｐ

ｒ ｅ ｓ

ｃ ｈ ｏ

ｏ ｌ 

Ｔ ｏ ｙ

ｏ ｃ ｈ

ｏ 

東 京 都

江 東 区

東 陽 ３

‐ ２ ７

‐ ２ Ｂ

Ｉ Ｇ Ｏ

Ｎ Ｅ ビ

ル１階 

令 和 ７

年 ７ 月

1 日 

認 可

外 保

育 施

設 

                    

◎江東区告示第４８５号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年１１月１９日 

江東区長  大久保 朋 果   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第４８６号 

 下記事件につき、令和７年第４回江東区議会定

例会を１１月２７日に招集する。 

令和７年１１月１９日 

  江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 若洲公園整備事業（大型遊具）整備工事請負

契約 

２ 江東きっずクラブ北砂増築その他改修工事請

負契約 

３ 議決を得た契約の契約変更について（千石橋

東側塗装工事請負契約） 

４ 江東区議会議員及び江東区長の選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改

正する条例 

５ 江東区産業会館及び商工情報センター条例の

一部を改正する条例 

６ 江東区特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例 

７ 江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例 

８ 江東区事務手数料条例の一部を改正する条例 

９ 江東区放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例 

１０ 江東区立幼稚園設置条例の一部を改正する

条例 

                    

◎江東区告示第４８９号 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項の規定に基づき、子ども家庭支

援センターの指定管理者を下記の通り指定したの

で告示する。 

令和７年１１月２６日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 江東区深川北子ども家庭支援センター 

  指定管理者 東京都世田谷区上北沢三丁目８ 

番１９号 

社会福祉法人雲柱社  

理事長 小礒 満 

  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

２ 江東区豊洲子ども家庭支援センター 

  指定管理者 東京都町田市藤の台一丁目１番 

５６号 

社会福祉法人景行会 

理事長 坂倉 泰正 
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  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

３ 江東区東陽子ども家庭支援センター 

  指定管理者 東京都世田谷区上北沢三丁目８ 

番１９号 

         社会福祉法人雲柱社 

          理事長 小礒 満 

  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

４ 江東区大島子ども家庭支援センター 

  指定管理者 東京都世田谷区上北沢三丁目８ 

番１９号 

社会福祉法人雲柱社 

理事長 小礒 満 

  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

５ 江東区南砂子ども家庭支援センター 

  指定管理者 東京都世田谷区上北沢三丁目８ 

番１９号 

社会福祉法人雲柱社 

理事長 小礒 満 

  指定の期間 令和８年４月１日から令和１３ 

年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第４９０号 

 江東区区有通路管理条例（平成４年３月江東区

条例第１７号）第３条の規定に基づき、区有通路

の区域を下記のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、令和７年１１月２８日

から２週間、本区土木部において一般の縦覧に供

する。 

令和７年１１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 
６ １ ４

２号 

江東区北砂四丁

目１２７５番１

７から 

江東区北砂四丁

目１２７２番５

まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第４９２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、江東区深川老人

福祉センター及び江東区深川老人福祉センター森

下分館の指定管理者を下記のように指定したので

告示する。 

令和７年１１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

１ 施設の名称 

江東区深川老人福祉センター及び江東区深川

老人福祉センター森下分館 

２ 指定管理者 

東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号池袋Ｉ

ＳＰタマビル 

労働者協同組合ワーカーズコープ・センタ

ー事業団 

 代表理事 藤田 徹 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第４９３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、江東区児童・高

齢者総合施設の指定管理者を下記のように指定し

たので告示する。 

令和７年１１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

１ 施設の名称 

江東区児童・高齢者総合施設 

２ 指定管理者 

東京都新宿区西早稲田二丁目３番１８号日本

キリスト教会館６階 

公益財団法人東京ＹＭＣＡ 

 代表理事 星野 太郎 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第４９４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、江東区城東老人

福祉センター及び江東区亀戸老人福祉センターの

指定管理者を下記のように指定したので告示する。 

令和７年１１月２８日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

１ 施設の名称 

江東区城東老人福祉センター及び江東区亀戸

老人福祉センター 

２ 指定管理者 

東京都世田谷区駒沢一丁目４番１５号真井ル 

社会福祉法人奉優会 

理事長 香取 寛 

３ 指定の期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第４９５号 

令和７年度における会計年度任用職員の報酬の

額について、江東区会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例施行規則（令和２年３月江

東区規則第４号）第４条の規定に基づき、下記の

とおり告示します。 

令和７年１２月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

令和７年度会計年度任用職員の報酬額 別紙の

とおり 
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[別紙] 
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◎江東区告示第４９９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

令和７年１２月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

アマゾンジャパン合同会社 

東京都目黒区下目黒１丁目８番１号 

代表者 社長 ジャスパー・チャン 

２ 指定年月日 

令和７年１２月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

  ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第５０１号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり取消しをした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

令和７年１２月３日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 取消しに係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 取消しの年月日 

令和７年１２月３日 

３ 取消しに係る道路の位置 

  江東区三好四丁目６番１７の一部 

４ 取消しに係る道路の延長及び幅員 

幅員４．００ｍ 延長１５．８２ｍ 

                    

◎江東区告示第５０２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、江東区立竪川河

川敷公園における指定管理者を下記のように指定

したので告示する。 

令和７年１２月４日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 施設の名称 

江東区立竪川河川敷公園 

２ 指定管理者 

(1) 共同事業体名 オーエンス・フクシ・

天龍グループ 

(2) 構成団体    

ア 株式会社オーエンス 

東京都中央区銀座四丁目１２番１

５号 

         代表取締役 大木 一雄 

  イ 株式会社フクシ・エンタープライズ 

     東京都江東区大島一丁目９番８号 

      代表取締役 福士 朝尋 

  ウ 天龍造園建設株式会社東京支店 

      東京都江東区東陽三丁目２２番 

４号 

      取締役支店長 小林 天竜 

３ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第５０３号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年１２月４日 

江東区長  大久保 朋 果   

〔別紙省略〕 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１５号 

 下記により、令和７年第１１回江東区教育委員

会定例会を招集する。 

  令和７年１１月１１日 

 江東区教育委員会        

教育長  本 多 健一朗  

          記 

１ 日時 令和７年１１月１４日（金） 

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

日程第１ 議案第４６号 江東区立幼稚園設

置条例の一部を改

正する条例に関す

る意見聴取 

日程第２ 議案第４７号 江東区放課後児童

健全育成事業の設

備及び運営に関す

る基準を定める条

例に関する意見聴

取 

日程第３ 議案第４８号 江東きっずクラブ

北砂増築その他改

修工事請負契約に

関する意見聴取 

４ 報告事項 

(1) 令和８年度生 江東区奨学資金運用方針に

ついて ほか 

５ 協議事項 

(1) ブリッジスクール辰巳教室の新設について 

                    

◎江東区教育委員会告示第１６号 

 下記により、令和７年第４回江東区教育委員会

臨時会を招集する。 

  令和７年１１月２１日 

 江東区教育委員会        

教育長  本 多 健一朗  

          記 

１ 日時 令和７年１１月２５日（火） 

午前９時３０分 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

日程第１ 議案第４９号 江東区立幼稚園教

育職員の給与に関

する条例の一部を

改正する条例に関

する意見聴取 

日程第２ 議案第５０号 江東区立幼稚園教

育職員の特殊勤務

手当に関する規則

の一部を改正する

規則 

日程第３ 議案第５１号 江東区立幼稚園教

育職員の勤勉手当

に関する規則の一

部を改正する規則 

日程第４ 議案第５２号 江東区立幼稚園教

育職員の義務教育

等教員特別手当に

関する規則の一部

を改正する規則 

日程第５ 議案第５３号 江東区立幼稚園教

育職員の初任給、

昇格及び昇給等に

関する規則の一部

を改正する規則 

４ 報告事項 

(1) 小名木川小学校改築工事の変更について 

 ほか 

５ 協議事項 

(1) 令和８年度学校用務業務の委託実施校につ

いて 
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第３９号 

 江東区選挙執行規程（平成１９年１月江東区選

挙管理委員会告示第３号）の一部を次のように改

正する。 

令和７年１１月２０日 

    江東区選挙管理委員会 

第９９条第１号カ中「５００円」を「１，００

０円」に改め、同号カを同号キとし、同号オ中

「１，０００円 １日」を「１，５００円、１

日」に、「３，０００円」を「４，５００円」に

改め、同号オを同号カとし、同号エ中「１万２，

０００円」を「２万３，０００円」に改め、同号

エを同号オとし、同号中ウをエとし、イの次に次

のように加える。 

  ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ

旅客運賃等により算出した実費額 

第９９条第２号ア中「１万円」を「１万５，０

００円」に改め、同号イ中「及び専ら手話通訳の

ために使用する者」を削り、「１万５，０００

円」を「２万円」に改め、同号に次のように加え

る。 

  ウ 専ら手話通訳のために使用する者 １日

につき２万円 

  エ 専ら要約筆記のために使用する者 １日

につき２万円 

第９９条第４号ア中「船賃」の次に「、航空

賃」を加え、「、イ及びウ」を「からエまで」に

改め、同号イ中「１万円」を「２万円」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和７年１２月１７日から施行す

る。 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第４０号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり１名を抹消した。 

令和７年１２月１日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第４１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和７年１２月１日 

    江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，６８０ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数 

１３８，９９３ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

         ７２，３２６ 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第１２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和７年度第２回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。なお、豊島委員は、就任

前のため、本監査に関与していない。 

令和７年１１月１７日 

江東区監査委員 豊 島 成 彦 

同       佐 竹 としこ 

同       金 子 ひさし 

同       髙 村 きよみ 

〔別紙〕 
令和７年度第２回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

 １ 監査の対象事項 

  (1) 令和６年度一般会計 

 (2) 令和６年度国民健康保険会計 

(3) 令和６年度介護保険会計 

(4) 令和６年度後期高齢者医療会計 

 ２ 監査の対象部（局・室・所） 

政策経営部、総務部、地域振興部、区民

部、福祉部、障害福祉部、生活支援部、健康

部（保健所）、こども未来部、環境清掃部、

都市整備部、土木部、会計管理室、教育委員

会事務局、選挙管理委員会事務局、区議会事

務局、監査事務局 

 ３ 監査の実施期日 

令和７年６月３日から同年８月１日までの

計４１日間 

第２ 監査の手続 

令和６年度各会計歳入歳出予算の執行状況

について、資料を対象部（局・室・所）から

求め、監査当日は関係職員の説明を聴取しつ

つ、関係書類及び帳簿との照査突合等、必要

と認める監査を実施した。 

また、消費者センター、江東区保健所、深

川保健相談所及び道路事務所（施設保全課）

の現地視察を行った。 

監査対象工事については、工事概要調書及

び工事工程表等の資料を併せて求め、監査当

日は工事概要等の説明、質疑応答等を行った

後、各工事現場で説明を聴取しつつ、関係書

類との照査突合等、必要と認める監査を実施

した。今年度は、江東区亀高保育園改修工

事、富岡二丁目・冬木道路改修工事、（仮

称）砂町区民農園整備工事、江東区立第二大

島小学校改築工事について、現場視察を行っ

た。 

第３ 監査の主眼点 

財務事務に関しては予算の執行、収入、支

出、契約等が、工事に関しては設計、積算、

契約、施工、検査等が、適正かつ効率的に行

われているかどうかについて監査を実施し

た。 

なお、今年度は、①前渡金の適正な支出、

精算及び繰越処理 ②現金取扱事務（現金出

納簿の整理等）を重点監査項目として監査を

実施した。 

第４ 監査の結果 

財務事務全般にわたり、法令等に従い、概

ね適正かつ効率的に執行又は処理されている

と認められた。なお、監査の際に散見された

事務上の軽微な誤りについては、関係各課に

対し、口頭で改善を促した。 

ただし、別項の指摘事項、監査委員意見の

対象となる事実が認められたので意見を付

す。 

第５ 指摘事項（福祉部地域ケア推進課） 

江東区老人福祉法施行細則第９条第１項に

おいて定められている老人ホーム入所者負担

金の令和５年度の収入未済額と令和６年度の

収入未済繰越額に１，０７７，６６４円の相

違が生じていた。 

江東区会計事務規則第４７条第１項では、

当該年度において調定したもので、出納閉鎖

期日において収入未済となったものがあると

きは、その未済額を翌年度に繰越し、以下こ

の例に従って順次繰越さなければならないと

定められている。 

本件指摘事項は、複数年に渡り発生してい

る相違であり、また、昨年同課よりその改善

案として、今後は都度確認し修正するとの対

策が示されていた。しかしながら、今回も昨

年と全く同一の事項が発生していることか

ら、適正な事務に向けた改善がなされていな

いと指摘せざるを得ない。 

歳入事務が適正に管理されていない行為

は、区が公開する決算資料のほか、債権の時

効管理や不納欠損処理の正確性にも影響が及

ぶ可能性が思料される。 

今後、このような事務の執行が繰り返され

ることのないよう、必要な改善措置を講じら

れたい。 

第６ 監査委員意見 

 １ 重点監査項目について 

今回の監査では、①前渡金の適正な支出、

精算及び繰越処理 ②現金取扱事務（現金出

納簿の整理等）を重点監査項目として監査を

実施した。 

まず、①前渡金の適正な支出、精算及び繰

越処理については、昨年に引き続き、前渡金

が不足したため職員が立替払を行っている事
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例や、精算処理が所定の期限よりも大幅に遅

れている事例が多数認められた。特に立替払

は、地方自治法や関係法令・規則に規定され

ておらず、また、江東区会計事務規則第９５

条では、職員は、旅費以外の経費の立替払を

してはならないとされており、不適切な支払

方法である。公費と私費の混在は会計経理を

誤らせる原因ともなるため、今後は江東区会

計事務規則や金銭会計事務の手引きを参照

し、適正な事務処理を行われたい。 

 次に、②現金の取扱事務（現金出納簿の整

理等）については、概ね昨年よりも改善され

てはいるものの、未だ現金出納簿の記載誤り

や記載漏れ等が少なからず認められた。担当

職員の根拠規定に対する理解不足や不注意に

より不適切な事務処理が行われ、管理監督者

もそれに気が付かなかった事例が多くあるこ

とから、管理や検査の実態を再点検し事務執

行体制を見直す必要がある。 

公金を取り扱う責任の重大さについて改め

て認識し、計画的かつ確実な事務執行に努め

られたい。 

 ２ 適正な契約事務の執行について 
江東区契約事務規則第３条の２第１項にお

いて、契約する事務の範囲が定められてお

り、予定価格が一定額以上の契約案件は、主

管課契約ではなく、経理課契約とすることが

示されている。 

しかし、今回の監査で、同一の契約締結先

において契約内容、契約決定日、契約期間、

納品日及び検査日が同一または近いことか

ら、１件の契約として経理課へ契約請求する

べきであるにもかかわらず、契約を分割して

主管課契約を行っている事例が多くの所管で

認められた。本来であれば、経理課で一括契

約とすることにより事務負担や経費の削減が

見込まれるはずが、それらを怠り、容易に主

管課契約として処理していたものである。 

これらは、長年の習慣に起因する注意不足

や契約事務に求められる公正性・公平性・透

明性・経済性に対する認識不足によるもので

あり、地方自治法及び江東区契約事務規則に

照らして不適切な事務処理である。 

今後、公正な競争による契約や不正行為の

防止のために、事業の検討段階から正しい知

識に基づく事務を進め、契約事務の適正化に

向けて各所管において積極的に改善を図られ

たい。 
 

 

 

 

区 議 会 

 
◎区議会議決事項（令和７年第４回定例会） 

１１月２７日から開会した令和７年第４回江東

区議会定例会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

議案第１３９号 江東区一般職の任期付職員

の採用及び給与の特例に関

する条例の一部を改正する

条例 

議案第１４０号 江東区職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例 

議案第１４１号 江東区会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例 

議案第１４３号 江東区立幼稚園教育職員の

給与に関する条例の一部を

改正する条例 

（以上１１月２８日原案可決） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


